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１ 購入等件名及び数量 

  旅費システム等に係る維持管理業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県総務部総務事務センター財務・旅費システム担当 埼玉県さいたま市浦

和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成24年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社ジェイアール東日本情報システム 東京都渋谷区代々木２丁目２番２

号 

５ 契約金額 

  24,465,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１

項第２号に該当 
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名 称 所 在 地 開 設 者 名 サ ー ビ ス の 種 類 指 定 年 月 日 

医療法人社団貴昌会 岡野クリニック 越 谷 市 赤 山 本 町 ７ － ２ 医 療 法 人 社 団 貴 昌 会 訪問リハビリテーション 平成 24 年 4 月 1 日 

介護予防訪問リハビリテーション 平成 24 年 4 月 1 日 

ア ー ス サ ポ ー ト 川 口 川 口 市 幸 町 ２ － １ ４ － ２ ７ アースサポート株式会社 福 祉 用 具 貸 与 平成 24 年 4 月 1 日 

特 定 福 祉 用 具 販 売 平成 24 年 4 月 1 日 

特定介護予防福祉用具販売 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 平成 24 年 4 月 1 日 

医療法人社団富家会 富家病院 ふ じ み 野 市 亀 久 保 ２ １ ９ ７ 医 療 法 人 社 団 富 家 会 訪問リハビリテーション 平成 21 年 2 月 5 日 

介護予防訪問リハビリテーション 平成 21 年 2 月 5 日 

居宅介護支援事業所ゆうゆう 蓮 田 市 南 新 宿 字 宿 ９ ９ ４ － １ 医 療 法 人 名 圭 会 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 3 月 1 日 

和 楽 家 蓮 田 市 駒 崎 １ ７ ０ ６ － １ １ 株 式 会 社 紫 香 楽 通 所 介 護 平成 24 年 5 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 5 月 1 日 

フ ァ イ ン ケ ア 所 沢 所 沢 市 東 所 沢 １ － １ ４ － ７ 株式会社ファインケア 訪 問 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 4 月 1 日 

デ イ ケ ア セ ン タ ー po l e p o l e 越 谷 市 南 越 谷 ２ － ６ － ３ ３ 李  武 志 通所リハビリテーション 平成 24 年 4 月 1 日 

介護予防通所リハビリテーション 平成 24 年 4 月 1 日 



マインドホーム穂の華 相模町 越 谷 市 相 模 町 １ － ９ ３ － １ ト ラ ス ト 合 同 会 社 通 所 介 護 平成 24 年 3 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 3 月 1 日 

G E N K I  N E X T  春 日 部 八 木 崎 春日部市八木崎町９－１内藤ビル１Ｆ 株式会社介護ＮＥＸＴ 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

アールスタッフせんげん台ケアサービス 春日部市大枝７９５－１原第３マンション１０８ 株式会社アールスタッフ 訪 問 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

マ イ ン ド ホ ー ム 穂 の 華 春 日 部 市 豊 町 ６ － １ １ － １ ０ ト ラ ス ト 合 同 会 社 通 所 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 2 月 1 日 

訪 問 介 護 シ ー ル ズ 宮 代 町 川 端 ３ － ３ － ５ 特定非営利活動法人 Shields 訪 問 介 護 平成 24 年 4 月 9 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 24 年 4 月 9 日 

白岡町指定介護支援事業所 光乃里 白 岡 町 荒 井 新 田 ３ ５ ９ － １ 社 会 福 祉 法 人 平 盛 会 介 護 予 防 支 援 平成 24 年 5 月 1 日 

G E N K I  N E X T  北 本 北本市北本１－１１７島村北本ビル１Ｆ 株式会社介護ＮＥＸＴ 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

ビ バ シ オ 所 沢 所 沢 市 上 安 松 ８ ９ ３ － ９ 株 式 会 社 レ ポ ス 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

デ イ サ ー ビ ス 「 そ ら ま め 」 ふ じ み 野 市 滝 １ － ３ － ５ ８ 企業組合労協センター事業団 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 17 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 17 日 



居宅介護支援事業所 上尾ほほえみの杜 上 尾 市 畔 吉 字 堀 口 １ ３ ４ １ － １ 社 会 福 祉 法 人 竹 柿 会 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 4 月 1 日 

上 尾 ほ ほ え み の 杜 上 尾 市 畔 吉 字 堀 口 １ ３ ４ １ － １ 社 会 福 祉 法 人 竹 柿 会 短 期 入 所 生 活 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介護予防短期入所生活介護 平成 24 年 4 月 1 日 

ゆ ず デ イ サ ー ビ ス 上 尾 市 瓦 葺 ２ ７ １ ６ 有 限 会 社 ア リ ス 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

ゆ ず ケ ア プ ラ ン 上 尾 市 瓦 葺 ２ ７ １ ６ 有 限 会 社 ア リ ス 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 4 月 1 日 

ゆ ず 訪 問 介 護 上 尾 市 瓦 葺 ２ ７ １ ６ 有 限 会 社 ア リ ス 訪 問 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

デイサービスセンター グレープ 秩父市蒔田字相ノ道１７９０－３ 株 式 会 社 坂 通 所 介 護 平成 24 年 3 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 3 月 1 日 

飯能市地域包括支援センターはちまん町 飯 能 市 八 幡 町 １ ３ － １ ６ 株式会社ヴェルペンファルマ 介 護 予 防 支 援 平成 24 年 4 月 1 日 

陣屋クリニック デイケアセンター 新 座 市 野 火 止 １ － １ ９ － １ ５ 社会福祉法人 ゆずの木 通所リハビリテーション 平成 24 年 4 月 1 日 

介護予防通所リハビリテーション 平成 24 年 4 月 1 日 

松野記念クリニック 居宅介護支援事業所 坂 戸 市 上 吉 田 ６ ３ ９ 医 療 法 人 社 団 松 野 会 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 4 月 16 日 

フ ァ ー コ ス さ や ま 薬 局 所沢市東狭山ケ丘６－７４７－１８ 株 式 会 社 フ ァ ー コ ス 介護予防居宅療養管理指導 平成 24 年 4 月 1 日 

あさか訪問看護ステーション 朝霞市溝沼５－３－１５－１０６ 株 式 会 社 ア イ エ ム 訪 問 看 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 看 護 平成 24 年 4 月 1 日 



特定非営利活動法人えがお 訪問看護ステーション あい 川 口 市 峯 字 前 ５ ７ ２ － ８ 特定非営利活動法人えがお 訪 問 看 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 看 護 平成 24 年 4 月 1 日 

平 愛 ク リ ニ ッ ク 川 口 市 西 立 野 ５ ３ ５ － １  １ 階 宗  志 平 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 3 月 1 日 

つ な が り ケ ア 川口市戸塚２－２－１５－１０２ 合 同 会 社 つ な が り 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 4 月 1 日 

デ イ サ ー ビ ス さ し ま 川 口 市 差 間 ３ ２ ３ 株式会社ヴォルファート 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

居宅介護支援センター クローバーケアステーション狭山  狭 山 市 北 入 曽 ２ ８ １ － ２ 株式会社インターネットインフィニティー  居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 3 月 1 日 

ごらく 桶川の里 デイサービスセンター 桶 川 市 北 ２ － １ － １ ５ 株 式 会 社 家 集 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

なかじま訪問看護ステーション 戸 田 市 下 戸 田 ２ － ９ － ２ ０ 医療法人財団 啓明会 訪 問 看 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 看 護 平成 24 年 4 月 1 日 

サ ポ ー ト  か え る 日 高 市 鹿 山 １ ９ ４ － ８ Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 介 護 の 手 訪 問 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

ケ ア プ ラ ン 桜 所 沢 市 山 口 ６ ８ １ － ２ 株式会社桜介護事業所 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 4 月 1 日 

デ イ サ ー ビ ス 桜 所 沢 市 山 口 ６ ８ １ － ２ 株式会社桜介護事業所 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

春日部認知症保健福祉センター 春 日 部 市 増 富 ３ ６ 医療法人社団みどり会 介 護 老 人 保 健 施 設 平成 24 年 4 月 1 日 

春日部認知症保健福祉センター 春 日 部 市 増 富 ３ ６ 医療法人社団みどり会 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 



認知症対応型共同生活介護 平成 24 年 4 月 1 日 

介護予防認知症対応型通所介護 平成 24 年 4 月 1 日 

介護予防認知症対応型共同生活介護 平成 24 年 4 月 1 日 

い ず み 熊 谷 熊 谷 市 平 戸 ２ １ ２ － １ 社会福祉法人和泉の会 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

短 期 入 所 生 活 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介護予防短期入所生活介護 平成 24 年 4 月 1 日 

居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 4 月 1 日 

フ ァ イ ン ケ ア 鴻 巣 鴻巣市大間４－７－１セントル長嶋１０２ 株式会社ファインケア 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 4 月 1 日 

訪 問 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

フ ァ イ ン ケ ア 東 松 山 東 松 山 市 松 本 町 １ － ９ － ４ ５ 株式会社ファインケア 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 4 月 1 日 

フ ァ イ ン ケ ア 東 松 山 東 松 山 市 松 本 町 １ － ９ － ４ ５ 株式会社ファインケア 訪 問 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 24 年 4 月 1 日 

あ さ ひ 介 護 支 援 セ ン タ ー 日 高 市 駒 寺 野 新 田 ２ ５ ６ － ６ 社 会 福 祉 法 人 晃 和 会 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 4 月 1 日 

G E N K I  N E X T  東 川 口 川口市東川口４－２５－２７オーユーパレス東川口１０２ 株 式 会 社 ま ご こ ろ 通 所 介 護 平成 24 年 5 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 5 月 1 日 



上 尾 ほ ほ え み の 杜 上 尾 市 畔 吉 字 堀 口 １ ３ ４ １ － １ 社 会 福 祉 法 人 竹 柿 会 介 護 老 人 福 祉 施 設 平成 24 年 4 月 1 日 

GENKI NEXT イオンモール羽生店 羽生市川崎２－２８１－３イオンモール羽生１Ｆ 株 式 会 社 介 護 N E X T 通 所 介 護 平成 24 年 3 月 1 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 3 月 1 日 

朝 光 苑 朝 霞 市 青 葉 台 １ － １ ０ － ３ ２ 朝 霞 市 介 護 老 人 福 祉 施 設 平成 24 年 4 月 1 日 
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名 称 変更事項 変 更 前 変 更 後 機 関 種 別 名 

医 療 法 人  千 葉 外 科 内 科 病 院 名 称 医 療 法 人 千 葉 外 科 病 院 医 療 法 人 千 葉 外 科 内 科 病 院 介護予防居宅療養管理指導 

介 護 予 防 訪 問 看 護 

居 宅 療 養 管 理 指 導 

訪 問 看 護 

蓮 田 ク リ ニ ッ ク 所 在 地 蓮 田 市 馬 込 １ ４ ４ １ 蓮 田 市 馬 込 ５ － １ ９ ８ 居 宅 療 養 管 理 指 導 

訪問リハビリテーション 

介 護 予 防 訪 問 看 護 

介護予防訪問リハビリテーション 

介護予防居宅療養管理指導 

訪 問 看 護 

須 藤 歯 科 医 院 所 在 地 蓮 田 市 馬 込 １ ３ ６ ４ － ２ 蓮 田 市 馬 込 ５ － １ ６ ５ 居 宅 療 養 管 理 指 導 

介護予防居宅療養管理指導 

ク オ ー ル 薬 局  お お は ら 店 名 称 お お は ら 薬 局 ク オ ー ル 薬 局  お お は ら 店 居 宅 療 養 管 理 指 導 

介護予防居宅療養管理指導 

ＪＡちちぶホームヘルプステーション 名 称 ＪＡちちぶ荒川ホームヘルプステーション ＪＡちちぶホームヘルプステーション 訪 問 介 護 

介 護 予 防 訪 問 介 護 



居宅介護支援事業所 ふれあい広場日高 所 在 地 日 高 市 鹿 山 ２ ３ ７ － ３ 日 高 市 鹿 山 ２ ３ ７ － ６ 居 宅 介 護 支 援 

なでしこ訪問看護ステーション 所 在 地 熊谷市美土里町２－７８横山事務所２Ｆ西 熊 谷 市 美 土 里 町 ２ － ７ ９ － １ 介 護 予 防 訪 問 看 護 

訪 問 看 護 

な で し こ 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 所 在 地 熊谷市美土里町２－７８横山事務所２Ｆ西 熊 谷 市 美 土 里 町 ２ － ７ ９ － １ 居 宅 介 護 支 援 

蓮 田 市 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 名 称 蓮田市南地域包括支援センター 蓮 田 市 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 介 護 予 防 支 援 

お だ 内 科 所 在 地 蓮 田 市 馬 込 １ ６ ８ ０ 蓮 田 市 馬 込 ２ － ３ ０ ０ 介護予防居宅療養管理指導 

居 宅 療 養 管 理 指 導 

は な だ 薬 局 所 在 地 蓮 田 市 馬 込 １ ６ ８ １ 蓮 田 市 馬 込 ２ － ２ ９ ７ 介護予防居宅療養管理指導 

居 宅 療 養 管 理 指 導 

ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン コ ス モ 所 在 地 蓮田市馬込１７３６－１イトウハイツ１０１ 蓮田市馬込２－３イトウハイツ１０１ 介 護 予 防 訪 問 介 護 

訪 問 介 護 

医療法人社団親孝会 第二親和歯科・内科医院 名 称 医療法人社団親孝会第二親和歯科医院 医療法人社団親孝会第二親和歯科・内科医院 介護予防居宅療養管理指導 

居 宅 療 養 管 理 指 導 

三 芳 グ ル ー プ ホ ー ム そ よ 風 名 称 三 芳 グ ル ー プ ホ ー ム 春 の 風 三 芳 グ ル ー プ ホ ー ム そ よ 風 認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

所 沢 グ ル ー プ ホ ー ム そ よ 風 名 称 所 沢 グ ル ー プ ホ ー ム 春 の 風 所 沢 グ ル ー プ ホ ー ム そ よ 風 介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症対応型共同生活介護 



大 井 グ ル ー プ ホ ー ム そ よ 風 名 称 大 井 グ ル ー プ ホ ー ム 春 の 風 大 井 グ ル ー プ ホ ー ム そ よ 風 介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症対応型共同生活介護 

上 福 岡 グ ル ー プ ホ ー ム そ よ 風 名 称 上福岡グループホーム春の風 上 福 岡 グ ル ー プ ホ ー ム そ よ 風 介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症対応型共同生活介護 

新座北野グループホームそよ風 名 称 新座北野グループホーム春の風 新座北野グループホームそよ風 介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症対応型共同生活介護 

坂 戸 東 グ ル ー プ ホ ー ム そ よ 風 名 称 坂戸東グループホーム春の風 坂 戸 東 グ ル ー プ ホ ー ム そ よ 風 介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症対応型共同生活介護 

飯能市地域包括支援センターさかえ町 所 在 地 飯能市東町３－１０ 酒井ビル２０２ 飯能市栄町１８－１６飯栄ビル２０３ 介 護 予 防 支 援 

名 称 飯能市地域包括支援センターあずま町 飯能市地域包括支援センターさかえ町 介 護 予 防 支 援 

ス ギ 薬 局 伊 奈 店 所 在 地 伊奈町大針１１２５－１ウニクス伊奈店内 伊奈町学園２－１８８－１ウニクス伊奈店内 居 宅 療 養 管 理 指 導 

介護予防居宅療養管理指導 

ス ギ 薬 局 駒 林 店 所 在 地 ふ じ み 野 市 駒 林 ３ ６ ０ ふじみ野市駒林元町３－８－２０ 介護予防居宅療養管理指導 

居 宅 療 養 管 理 指 導 

デイサービスアールブリュ蓮田 所 在 地 蓮 田 市 馬 込 １ ８ ９ ５ － １ 蓮 田 市 １ － ２ ７ ３ 通 所 介 護 

介 護 予 防 通 所 介 護 

社会医療法人 至仁会 よしかわ訪問看護ステーション 歩 名 称 医療法人至仁会よしかわ訪問看護ステーション 歩 社会医療法人至仁会よしかわ訪問看護ステーション 歩 訪 問 看 護 



介 護 予 防 訪 問 看 護 

訪問看護ステーション ハートステーション 所 在 地 久 喜 市 北 青 柳 １ ５ １ ９ 久 喜 市 北 青 柳 １ ５ １ ８ － ４ 訪 問 看 護 

介 護 予 防 訪 問 看 護 
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名 称 所 在 地 サ ー ビ ス の 種 類 廃 止 年 月 日 

本 庄 市 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 本 庄 市 本 庄 ３ － ５ － ３ 介 護 予 防 支 援 平成 24 年 3 月 31 日 

セ ン タ ー 薬 局 川 口 市 西 新 井 宿 ２ ３ ６ － ８ 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 3 月 31 日 

介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 3 月 31 日 

朝 霞 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 朝霞市溝沼５－３－１５－１０６号室 訪 問 看 護 平成 24 年 3 月 31 日 

居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 3 月 31 日 

介 護 予 防 訪 問 看 護 平成 24 年 3 月 31 日 

介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 24 年 3 月 31 日 

セ イ ジ ョ ー ラ イ フ ケ ア 鴻 巣 鴻巣市大間４－７－１セントル長島１０２ 訪 問 介 護 平成 24 年 3 月 31 日 

居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 3 月 31 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 24 年 3 月 31 日 

セイジョー福祉用具レンタルセンター 戸 田 市 美 女 木 ７ － １ ９ － ２ １ 福 祉 用 具 貸 与 平成 24 年 3 月 31 日 

特 定 福 祉 用 具 販 売 平成 24 年 3 月 31 日 

特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 平成 24 年 3 月 31 日 

介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 平成 24 年 3 月 31 日 

朝 光 苑 朝 霞 市 青 葉 台 １ － １ ０ － ３ ２ 介 護 老 人 福 祉 施 設 平成 24 年 3 月 31 日 

ア グ リ ン 訪 問 介 護 事 業 所 所沢市小手指南２－５－５ ＹＫＳ小手指南ビル 訪 問 介 護 平成 24 年 4 月 30 日 



介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 24 年 4 月 30 日 

セ イ ジ ョ ー ラ イ フ ケ ア 狭 山 狭山市入間川３－２４－１５ 小林ビル３Ｆ 訪 問 介 護 平成 24 年 3 月 31 日 

居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 3 月 31 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 24 年 3 月 31 日 

セ イ ジ ョ ー シ ョ ー ト ス テ イ 狭 山 狭 山 市 入 間 川 ３ － ２ ４ 短 期 入 所 生 活 介 護 平成 24 年 3 月 31 日 

介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 平成 24 年 3 月 31 日 

セ イ ジ ョ ー デ イ サ ー ビ ス 狭 山 狭 山 市 入 間 川 ３ － ２ ４ － １ ５ 通 所 介 護 平成 24 年 3 月 31 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 平成 24 年 3 月 31 日 

セ イ ジ ョ ー ラ イ フ ケ ア 熊 谷 熊谷市中央４－１－１近藤ビル肥塚１Ｆ－Ａ 訪 問 介 護 平成 24 年 3 月 31 日 

特 定 福 祉 用 具 販 売 平成 24 年 3 月 31 日 

特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 平成 24 年 3 月 31 日 

居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 3 月 31 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 24 年 3 月 31 日 

セ イ ジ ョ ー ラ イ フ ケ ア 東 松 山 東 松 山 市 松 本 町 １ － ９ － ４ ５ 訪 問 介 護 平成 24 年 3 月 31 日 

介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 24 年 3 月 31 日 

セ イ ジ ョ ー ラ イ フ ケ ア 東 松 山 東 松 山 市 松 本 町 １ － ９ － ４ ５ 居 宅 介 護 支 援 平成 24 年 3 月 31 日 

ＪＡちちぶ 秩父ホームヘルプステーション 秩 父 市 上 野 町 ２ ９ － ２ ０ 訪 問 介 護 平成 24 年 3 月 31 日 



介 護 予 防 訪 問 介 護 平成 24 年 3 月 31 日 

認知症対応型デイサービスビッグマザー入間川 狭 山 市 入 間 川 ３ － ２ ４ － １ ５ 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 平成 24 年 3 月 31 日 

介護予防認知症対応型通所介護 平成 24 年 3 月 31 日 

セ イ ジ ョ ー デ イ サ ー ビ ス 入 間 川 狭 山 市 入 間 川 ３ － ２ ４ － １ ５ 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 平成 24 年 3 月 31 日 

介護予防認知症対応型通所介護 平成 24 年 3 月 31 日 
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一 指定医療機関 

名称 開設者 所在地 指 定 年 月 日  

医療法人社団桜朋会さくらホームクリニック 医 療 法 人 社 団 桜 朋 会 加 須 市 柏 戸 ７ ６ ５ － ７ 平成 24 年 4月 2日 

歌 田 乳 腺 ・ 胃 腸 ク リ ニ ッ ク 歌 田  貴 仁 戸 田 市 新 曽 ２ ２ ３ ５ ラ イ フ コ ー ト ２ 階 平成 24 年 5月 1日 

南 越 谷 メ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 飯 島  毅 越 谷 市 南 越 谷 ４ － １ ３ － １ ２  ２ 階 平成 24 年 4月 1日 

島津メディカルクリニック三郷駅前診療所 牧 島  玲 子 三 郷 市 三 郷 ２ － ３ － １ 平成 24 年 4月 1日 

み な と 医 院 湊  進 太 朗 蕨 市 中 央 ３ － １ ５ － ２ ２ 平成 24 年 4月 1日 

す ず の き メ ン タ ル ケ ア ク リ ニ ッ ク 医療法人社団ユーアイエメリー会 久 喜 市 久 喜 中 央 ２ － ７ － ２ ０ 平成 24年 3月 21 日 

ま ち だ 訪 問 ク リ ニ ッ ク 町 田  穣 朝霞市本町１－３４－１ボンビラージュテナント１階 平成 24 年 5月 1日 

陣 屋 ク リ ニ ッ ク 社 会 福 祉 法 人 ゆ ず の 木 新 座 市 野 火 止 １ － １ ９ － １ ５ 平成 24 年 4月 1日 

さ と う 内 科 佐 藤  雄 二 狭山市入間川２－５－７メディカルプラザ２０２ 平成 24 年 5月 1日 

医 療 法 人 す ず 木 こ ど も ク リ ニ ッ ク 医療法人すず木こどもクリニック 狭 山 市 広 瀬 台 １ － ２ ８ － １ ８ 平成 24 年 5月 1日 

み や た 内 科 ク リ ニ ッ ク 宮 田  滋 狭 山 市 入 間 川 １ － １ ８ － ３ ０ 平成 24 年 5月 7日 

蓮 沼 医 院 蓮 沼  紀 一 秩 父 市 熊 木 町 １ ７ － ５ 平成 24 年 5月 1日 

医 療 法 人 金 子 ク リ ニ ッ ク 医 療 法 人 金 子 ク リ ニ ッ ク 秩 父 市 山 田 ２ ７ ０ ４ － １ 平成 24 年 5月 1日 

矢 部 ク リ ニ ッ ク 矢 部  京 子 所 沢 市 小 手 指 町 １ － ２ ９ － １ ７ 平成 24 年 4月 1日 

春 日 部 慶 友 ク リ ニ ッ ク 医 療 法 人 慶 心 会 春 日 部 市 上 蛭 田 ６ ４ ７ － ２ ２ 平成 24 年 4月 1日 



草 加 市 子 ど も 急 病 夜 間 ク リ ニ ッ ク 草 加 市 草 加 市 草 加 ２ － ２ １ － １ 平成 24 年 4月 1日 

越 谷 循 環 器 ク リ ニ ッ ク 李  武 志 越 谷 市 南 越 谷 ２ － ６ － ３ ３ 平成 24 年 4月 1日 

中 島 歯 科 医 院 中 島  敏 男 三 郷 市 彦 川 戸 １ － １ ６ 平成 24年 4月 24 日 

ほ そ い 歯 科 ク リ ニ ッ ク 細 井  康 直 蕨 市 中 央 ４ － ４ － ８ 平成 24 年 4月 1日 

ハ ー ト ピ ア 歯 科 ・ 矯 正 歯 科 医療法人社団メディデンタル 行田市持田１０８０ベイシアフードセンター行田店内 平成 24 年 4月 1日 

い し は た 歯 科 ク リ ニ ッ ク 石 幡  一 樹 久喜市久喜中央１－３－１９ゆきビル１階 平成 24 年 4月 2日 

な が さ き 歯 科 長 﨑  寛 比 企 郡 嵐 山 町 菅 谷 ２ ４ ９ － ６ ２ 平成 24 年 4月 2日 

ア カ シ ッ ク 吉 川 団 地 歯 科 明 石  修 一 吉 川 市 吉 川 団 地 １ － ７ － １ ０ ５ 平成 24 年 4月 1日 

く ろ は ま 歯 科 齋 藤  昌 利 蓮 田 市 黒 浜 ２ ９ ４ ８ － ２ 平成 24年 5月 14 日 

コ ス モ 調 剤 薬 局 株式会社ハローコーポレーション 戸 田 市 喜 沢 １ － １ ６ － １ ６ 平成 24年 4月 15 日 

メ デ ィ ス ン シ ョ ッ プ あ お ぞ ら 薬 局 海 老 根  憲 広 春 日 部 市 藤 塚 ６ ０ ４ － １ 平成 24 年 4月 1日 

リ ズ ム 薬 局 川 口 店 有 限 会 社 リ ズ ム メ デ ィ カ ル 川口市柳崎５－３－２０サンライフマンション１０１ 平成 24 年 4月 1日 

川 口 薬 剤 師 会 セ ン タ ー 薬 局 川 口 薬 剤 師 事 業 協 同 組 合 川 口 市 西 新 井 宿 ２ ３ ６ － ８ 平成 24 年 4月 1日 

ア ス テ ル 薬 局 川 口 店 株 式 会 社 ア ス テ ル 川 口 市 領 家 ３ － ６ － １ ４ 平成 24 年 4月 1日 

川 口 芝 薬 局 有 限 会 社 リ ボ ン メ デ ィ カ ル 川 口 市 芝 ４ － １ ５ － ３ 平成 24 年 4月 1日 

め ぐ み 薬 局 株 式 会 社 あ さ ひ 調 剤 鴻 巣 市 鴻 巣 ３ ２ ３ － ４ 平成 24 年 4月 1日 

日 本 調 剤 プ ロ ペ 通 り 薬 局 日 本 調 剤 株 式 会 社 所 沢 市 日 吉 町 １ ０ － １ ８ 平成 24 年 5月 1日 



か え で 薬 局 有 限 会 社 メ デ フ ア 本 庄 市 児 玉 町 八 幡 山 ２ ９ ９ － ２ 平成 24 年 5月 1日 

薬 局 松 山 材 木 町 薬 樹 株 式 会 社 東 松 山 市 材 木 町 １ ６ － １ １ 平成 24 年 5月 1日 

ひ だ ま り 薬 局 わ か ば 薬 局 株 式 会 社 所沢市緑町１－４－１デュオヒルズ新所沢駅前１階 平成 24 年 5月 1日 

フ ァ ー マ ラ イ ズ 薬 局 原 市 店 フ ァ ー マ ラ イ ズ 株 式 会 社 上 尾 市 瓦 葺 １ １ ６ １ － ５ 平成 24 年 4月 1日 

ア イ セ イ 薬 局 川 口 駅 西 口 店 株 式 会 社 ア イ セ イ 薬 局 川 口 市 川 口 ６ － ２ － １ － １ 階 平成 24 年 5月 1日 

ふ れ あ い 薬 局 株 式 会 社 あ さ ひ 調 剤 八 潮 市 中 央 １ － ８ － ４ 恩 田 ビ ル １ ０ １ 平成 24 年 3月 1日 

あ お ば 薬 局 白 岡 店 株式会社アイアイファーマシー 南 埼 玉 郡 白 岡 町 小 久 喜 ８ １ ５ － ６ 平成 24 年 5月 1日 

山 本 薬 局 髙 橋  春 樹 越 谷 市 弥 十 郎 ９ ４ － ７ 平成 24 年 4月 1日 

サ ン リ バ テ ィ ー 薬 局 狭 山 市 駅 前 店 株式会社サンリバティー横浜 狭山市入間川１－１８－３０ハイツ狭山Ｂ 平成 24年 5月 11 日 

な か じ ま 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 医 療 法 人 財 団 啓 明 会 戸 田 市 下 戸 田 ２ － ７ － １ ０ 平成 24 年 4月 1日 

 

二 指定施術者 

氏名 住所 名称 所在地 指定年月日 

若 山  智 也   たんぽぽ整骨院阿佐ヶ谷北口院 杉並区阿佐ヶ谷北２－３６－１４横川ビルＣ棟１Ｆ 平成 21年 9月 1日 

北 村  雅 宏   ゆ う お う 接 骨 院 川越市南台３－１３－１秀和川越南大塚レジデンス１０６ 平成 24年 4月 1日 

関 口  充   た に あ い 整 骨 院 飯 能 市 柳 町 ２ ２ － １ ５ 平成 24年 4月 1日 

升  幸 子   医 食 同 源 升 整 骨 院 所 沢 市 西 狭 山 ケ 丘 １ － ２ ４ ３ ４ － ６ 平成 24年 5月 1日 



兒 玉  将 康   こ だ ま 整 骨 院 東久留米市新川町１－４－２３－１０９ 平成 24年 5月 8日 

東  英 一   ここみ訪問マッサージさいたま南 さいたま市南区白幡１－１７－１２第３八幡ビル３階Ｂ号 平成 24 年 4 月 24 日 

鈴 木  建 次   らいふマッサージ治療院 所沢市山口６９４－５ヴァイツェンシュタット２０３ 平成 24 年 4 月 20 日 

近藤 八重子   近 藤  八 重 子 三郷市早稲田８－１０－１クレド三郷６０３ 平成 24年 3月 1日 

中 村  浩   ワ ン ス テ ッ プ ふ じ み 野 市 大 原 １ － ３ － １ 平成 24年 5月 1日 
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び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
号



名称 変更事項 変更前 変更後 

お だ 内 科 所 在 地 蓮 田 市 馬 込 １ ６ ８ ０ 蓮 田 市 馬 込 ２ － ３ ０ ０ 

は ら 内 科 ク リ ニ ッ ク 名 称 原 内 科 眼 科 医 院 は ら 内 科 ク リ ニ ッ ク 

渡 辺 ク リ ニ ッ ク 所 在 地 蓮 田 市 蓮 田 １ ０ ２ ９ 蓮 田 市 蓮 田 ３ － １ ４ ３ 

レ イ ン ボ ー 薬 局 所 在 地 蓮 田 市 蓮 田 ９ ３ ３ 蓮 田 市 蓮 田 ３ － １ ４ ３ 

ロ ー ソ ン ク オ ー ル 薬 局  草 加 店 名 称 ク オ ー ル 薬 局 草 加 店 ロ ー ソ ン ク オ ー ル 薬 局 草 加 店 

の も と デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 名 称 野 本 歯 科 医 院 の も と デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 

た し ま 皮 膚 科 泌 尿 器 科 名 称 豊 岡 皮 膚 科 診 療 所 た し ま 皮 膚 科 泌 尿 器 科 

須 藤 歯 科 医 院 所 在 地 蓮 田 市 馬 込 １ ３ ６ ４ － ２ 蓮 田 市 馬 込 ５ － １ ６ ５ 

の く ぼ 薬 局 所 在 地 蓮 田 市 蓮 田 ５ ６ ６ 蓮 田 市 蓮 田 １ － ３ 

蓮 田 ク リ ニ ッ ク 所 在 地 蓮 田 市 馬 込 １ ４ ４ １ 蓮 田 市 馬 込 ５ － １ ９ ８ 

 



告 
 

示 

  
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の

例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
及
び
指
定
施
術
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出

が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
号



一 指定医療機関 

名称 所在地 廃止年月日 

医 療 法 人 社 団 大 生 会  吉 川 団 地 歯 科 吉 川 市 吉 川 団 地 １ 街 区 ７ 号 棟 １ ０ ５ 号 室 平 成 2 4 年 3 月 3 1 日 

川 口 芝 薬 局 川 口 市 芝 ４ － ２ ０ － ３ ０ － １ ０ １ 平 成 2 4 年 3 月 3 1 日 

医 療 法 人 恵 江 気 会  矢 部 ク リ ニ ッ ク 所 沢 市 小 手 指 町 １ － ２ ９ － １ ７ 平 成 2 4 年 3 月 3 1 日 

セ ン タ ー 薬 局 川 口 市 西 新 井 宿 ２ ３ ６ － ８ 平 成 2 4 年 3 月 3 1 日 

金 子 ク リ ニ ッ ク 秩 父 市 山 田 ２ ７ ０ ４ － １ 平 成 2 4 年 4 月 1 0 日 

湊 医 院 蕨 市 中 央 ３ － １ ５ － ２ ２ 平 成 2 4 年 3 月 3 1 日 

南 越 谷 メ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 越 谷 市 南 越 谷 ４ － １ ３ － ３ 平 成 2 4 年 3 月 3 1 日 

ふ れ あ い 薬 局 八 潮 市 中 央 １ － ８ － ４ 恩 田 ビ ル １ ０ １ 号 室 平 成 2 4 年 2 月 2 9 日 

め ぐ み 薬 局 鴻 巣 市 鴻 巣 ３ ２ ５ － ７ 平 成 2 4 年 3 月 3 1 日 

す ず 木 こ ど も ク リ ニ ッ ク 狭 山 市 広 瀬 台 1 丁 目 ２ ８ － １ ８ 平 成 2 4 年 4 月 3 0 日 

ま ち だ 訪 問 ク リ ニ ッ ク 朝 霞 市 本 町 １ － ３ ４ － １ ボ ン ビ ラ ー ジ ュ １ １ ３ 平 成 2 4 年 4 月 3 0 日 

春 日 部 慶 友 整 形 外 科 ク リ ニ ッ ク 春 日 部 市 上 蛭 田 ６ ４ ７ － ２ ２ 平 成 2 4 年 3 月 3 1 日 

あ お ぞ ら 薬 局  春 日 部 店 春 日 部 市 藤 塚 ６ ０ ４ － １ 平 成 2 4 年 3 月 3 1 日 

ル ロ ワ 整 形 外 科 ク リ ニ ッ ク 東 松 山 市 下 野 本 １ ４ ６ ５ 平 成 2 4 年 3 月 3 1 日 

さ く ら ホ ー ム ク リ ニ ッ ク 加 須 市 柏 戸 ７ ６ ５ － ７ 平 成 2 4 年 4 月 1 日 

す ず の き メ ン タ ル ケ ア ク リ ニ ッ ク 久 喜 市 北 青 柳 １ ５ １ ９ 平 成 2 4 年 3 月 2 0 日 



ハ ー ト ピ ア 歯 科 ・ 矯 正 歯 科 行田市持田１０８０ ベイシアフードセンター行田店内 平 成 2 4 年 3 月 3 1 日 

細 井 歯 科 医 院 蕨 市 中 央 ４ － ４ － ８ 平 成 2 4 年 3 月 3 1 日 

山 本 薬 局 越 谷 市 弥 十 郎 ９ ４ － ７ 平 成 2 4 年 3 月 2 5 日 

草 加 市 夜 間 急 患 診 療 所 草 加 市 中 央 １ － ５ － ２ ２ 平 成 2 4 年 4 月 1 日 

中 島 歯 科 医 院 三 郷 市 彦 川 戸 １ － １ ６ 平 成 2 4 年 3 月 1 5 日 

 

二 指定施術者 

氏名 住所 名称 所在地 廃止年月日 

黒柳 富雄   黒 柳 整 骨 院 蓮 田 市 蓮 田 ３ ７ 平成 18 年 10 月 4 日 

 



告 
 

示 

   
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の

例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
号



名称 所在地 休止年月日 

む さ し 藤 沢 皮 フ 科 入 間 市 下 藤 沢 ５ １ － １ １  １ Ｆ 平 成 2 4 年 4 月 1 6 日 

 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

テ
イ
ワ
イ
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
北
本
市
中
央
三
丁
目
四
十
五
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

      

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
（
年
間
六
十
日
は
午
前
九
時
）
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
三
十
分
（
年
間
六
十
日
は
午
前
八
時
三
十
分
）
か
ら
午
後
十
時 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

荷
さ
ば
き
施
設
ナ
ン
バ
ー
３ 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
三
十
分 

（
年
間
六
十
日
に
限
り
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
四
十
五
分
） 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
三
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
一
号



 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

沼
南
駅
前
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
原
市
二
千
二
百
五
十
四
番
地 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

      

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
（
年
間
九
十
日
は
午
前
九
時
）
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
三
十
分
（
年
間
九
十
日
は
午
前
八
時
三
十
分
）
か
ら
午
後
十
時
三

十
分 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
二
号



 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

セ
キ
チ
ュ
ー
東
松
山
高
坂
店 

 
 

 

埼
玉
県
東
松
山
市
あ
ず
ま
町
四
丁
目
一
番
一
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 

（
変
更
前
）(

仮
称)

セ
キ
チ
ュ
ー
東
松
山
高
坂
店 

 
 

 

（
変
更
後
）
セ
キ
チ
ュ
ー
東
松
山
高
坂
店 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
九
月
十
五
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
三
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
深
谷
店 

 
 

 

埼
玉
県
深
谷
市
東
方
三
丁
目
三
十
五
番
地
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
功 

 
 

 
 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
用
土
五
千
四
百
五
十
六
番
地 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
功 

 
 

 
 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
用
土
五
千
四
百
五
十
六
番
地 

外 

計
三
者 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
一
月
十
二
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

四
千
六
百
十
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
六
四
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
八
〇
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

二
一
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

三
七
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
四
号



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
〇
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
〇
時
三
十
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

四
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

い
な
げ
や
所
沢
西
武
園
店 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
荒
幡
字
東
向
大
谷
千
三
百
五
十
九
―
十
七
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

      

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
（
年
間
六
十
日
は
午
前
九
時
）
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
四
十
五
分
（
年
間
六
十
日
は
午
前
八
時
四
十
五
分
）
か
ら
午
後
十 

 
 

 
 

 

時 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
五
号



 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

日
本
フ
イ
ル
コ
ン
若
狭
北
ビ
ル
（
い
な
げ
や
所
沢
狭
山
ヶ
丘
店
） 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
若
狭
一
丁
目
二
千
九
百
三
十
八
番
二 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

      

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
（
年
間
九
十
日
は
午
前
九
時
）
か
ら
午
後
十
一
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
一
時 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
三
十
分
（
年
間
九
十
日
は
午
前
八
時
三
十
分
）
か
ら
午
後
十
一
時

三
十
分 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
六
号



 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

町
田
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
脚
折
百
三
十
七
番
地
の
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

      

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
（
年
間
九
十
日
は
午
前
九
時
）
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
三
十
分
（
年
間
九
十
日
は
午
前
八
時
三
十
分
）
か
ら
午
後
十
時
三

十
分 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
七
号



 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

川
越
い
せ
は
ら
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
伊
勢
原
町
三
丁
目
二
番
地 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

      

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
（
年
間
六
十
日
は
午
前
九
時
）
、
調
剤
薬
局
の
み
午
前
九
時
か
ら 

 
 

 
 

 
 

 
 

午
後
十
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
八
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

山
大
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
南
台
三
丁
目
二
番
地
の
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

      

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
（
年
間
九
十
日
は
午
前
九
時
）
か
ら
午
後
十
一
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
一
時 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
三
十
分
（
年
間
九
十
日
は
午
前
八
時
三
十
分
）
か
ら
午
後
十
一
時

三
十
分 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
九
号



 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

い
な
げ
や
新
座
野
寺
店 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
野
寺
二
丁
目
八
百
五
十
四
番
地
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

      

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
（
年
間
六
十
日
は
午
前
九
時
）
か
ら
午
後
十
一
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
一
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

川
里
広
島
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

 
 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

監
事 

関 

根 

貫 

冶 
 

埼
玉
県
鴻
巣
市
広
田
二
千
七
百
十
一
番
地 

 

同 
 

羽 

鳥 

和 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

三
千
二
百
三
十
八
番
地 

 
 

 

同 
 

新 

井 
 

 

稠 
 

同 
 

同 
 

関
新
田
五
百
二
十
四
番
地 

  
 埼

玉
県
告
示
第
七
百
二
十
一
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
一
月
十
七
日
に
解
散
認
可
し
た
鴻

巣
市
川
里
広
島
土
地
改
良
区
か
ら
清
算
人
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

清
算
人
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

新 

井 

良 

治 
 

埼
玉
県
鴻
巣
市
広
田
二
千
九
百
七
十
六
番
地
の
一 

 

関 

根 

勝 

良 
 

同 
 

同 
 

同 
二
千
六
百
九
十
七
番
地 

 

細 

野 
 

 

清 
 

同 
 

同 
 

同 

三
千
八
百
十
八
番
地 

 

関 

根 

昌 

之 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
七
百
五
番
地 

 

野 

本 

良 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
六
百
五
十
八
番
地 

 

野 

口 
 

 

勝 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
四
百
六
十
八
番
地
の
ロ
号 

 

野 

本 

政 

男 
 

同 
 

同 
 

同 

三
千
三
十
一
番
地 

 

 

関 

根 

一 

男 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
九
百
九
十
七
番
地
の
二 

 

新 

井 

一 

也 
 

同 
 

同 
 

同 

三
千
四
十
九
番
地
の
三 

 

萩 

原 

敏 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
九
百
二
十
番
地
の
一 

 

野 

村 

省 

治 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
八
百
九
十
五
番
地 

 
 

 

萩 

原 

謹 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
七
百
八
十
三
番
地 

 

新 

井 

敬 

士 
 

同 
 

同 
 

同 

三
千
九
百
十
一
番
地 

 

山 

中 

直 

治 
 

同 
 

同 
 

同 

三
千
六
十
六
番
地 

 

関 

根 

一 

男 
 

同 
 

同 
 

同 

三
千
百
十
番
地 

 

藤 

井 

桃
之
助 

 

同 
 

同 
 

関
新
田
五
百
三
十
八
番
地 

 

寺 

山 

悦 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

四
百
五
十
二
番
地 

 

稲 

村 
 

 

晟 
 

同 
 

同 
 

同 
 

四
百
二
十
四
番
地 

 
 埼

玉
県
告
示
第
七
百
二
十
二
号



告 
 

示 

  
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
患
畜
等
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

      

結
核
病 

牛 

伝
染
病
及
び 

家
畜
の
種
類 

疑
似
患
畜 

患 

畜 
及 
び 

疑
似
患
畜
の
区
分 

一
頭 

頭
数
又
は 

群 
 

数 

鶴
ヶ
島
市 

発
生
場
所
又
は 

区 
 

 
 

域 

平
成
二
十
四
年 

五
月
十
八
日 

発
生
年
月
日 

隔 

離 

処 

置 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号



告 
 

示 

  
次
の
よ
う
に
保
安
施
設
地
区
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
を
受
け

た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
予
定
保
安
施
設
地
区
の
所
在
場
所 

イ 

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
第
一
号
か
ら
標
柱
第
七
二
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

及
び
標
柱
第
一
号
と
標
柱
第
七
二
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
（
次
の
図
に
示
す
と
お

り
と
す
る
。
） 

 

秩
父
市
伊
古
田
字
九
尊
沢
七
五
九
の
一
、
七
五
九
の
二
、
七
五
九
の
四
、
七
六
四
の
一
、
八

一
○
、
八
一
一
の
一
、
八
一
一
の
二
、
八
一
一
の
四
、
字
茗
荷
沢
九
一
七
、
九
一
八
、
九
二
○

の
一
、
九
二
一
、
九
二
二
、
九
二
四
、
九
二
五
、
九
四
○
、
九
四
一
、
九
四
二
の
一
、
九
四
七

の
一
、
九
四
七
の
二
、
九
四
七
の
五
、
九
四
八
、
字
日
向
平
九
八
七
、
九
九
○
、
字
伊
古
田
山

八
八
四
か
ら
八
八
八
ま
で
、
八
九
一
か
ら
八
九
三
ま
で
、
八
九
四
の
一 

二 

指
定
の
目
的 

 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

指
定
施
業
要
件 

イ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠ 

主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。 

㈡ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

四 

指
定
の
有
効
期
間 

 
 

七
年 

 

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
埼
玉
県
庁

及
び
秩
父
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号



告 
 

示 

 
 

 
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の

で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

作
業
種
別 

 
 

基
本
測
量
（
「
電
子
国
土
基
本
図
（
地
図
情
報
）
」
修
正
測
量
） 

二 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
ま
で 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
内
全
域 

 
 埼

玉
県
告
示
第
七
百
二
十
五
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
八
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
四
級
基
準
点
設

置
・
境
界
取
付
）
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
戸

田
市
長
神
保
国
男
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
十
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
出
来
形
確
認
測
量
）

は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
上
尾
市
原
新
町
土

地
区
画
整
理
組
合
理
事
長
松
崎

次
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
十
九
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
（
改
測
・

座
標
変
換
）
）
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
上

尾
市
原
新
町
土
地
区
画
整
理
組
合
理
事
長
松
崎

次
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号



告 
 

示 

 
平
成
二
十
四
年
五
月
八
日
付
け
埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号
で
告
示
し
た
富
士
見
都
市
計

画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
、
区
域
区
分
に
関
す
る
公
聴
会
に
つ
い
て
は
、

公
述
申
出
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
の
で
、
埼
玉
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉

県
規
則
第
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
開
催
を
中
止
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
九
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
七
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
二
月
七
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
三
○
一
一
○
○
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
三
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
○
○
一
四
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
橋
字
大
谷
日
向
一
一
九
○
番
三 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
中
尾
二
○
一
九
番
地
九
（
一
号
棟
） 

 
 

佐
藤 

敏
明 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
岸
町
一
丁
目
一
二
番
一
一
号
Ｂ
１ 

 
 

佐
藤 

京
子 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
八
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
十
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
三
○
○
六
六
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
三
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
○
○
一
五
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
字
金
光
地
五
三
五
八
番 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
市
箭
弓
町
二
丁
目
一
四
番
一
七
号 

 
 

松
本 

ゆ
き 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
八
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
四
月
十
九
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
三
〇
〇
七
八
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
五
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
〇
〇
一
六
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
山
ヶ
谷
戸
字
高
縄
四
五
〇
番
五 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
牛
ヶ
谷
戸
六
六
一
番
地
六 

 
 

馬
場 

仁
司 

 
 

          



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
八
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
八
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
三
○
○
七
四
○
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
五
日 

 
 

川
建
セ
第
二
四
○
○
一
八
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
字
西
ノ
谷
三
七
六
七
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
菅
谷
七
番
地
四 

 
 

吉
野 

忠
昭 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
二
十
七
号 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 

一 

日
時 

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

新
座
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て 

 

イ 

そ
の
他 
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